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 18 知事提出議案に対する反対討論 

2015 年 12 月 22 日 

日本共産党の金子正江です。党県議団を代表

して、知事提出議案第１１０号議案「埼玉県税

条例の一部を改正する条例」、第１２４号議案、

埼玉県平和資料館の「指定管理者の指定につい

て」、第１５６号議案「首都高速道路株式会社の

埼玉県道高速葛飾川口線等に関する事業の変更

の同意について」反対の討論を行います。 

まず、第１１０号議案「埼玉県税条例の一部

を改正する条例」についてです。 

この改正で、滞納税の換価の猶予を求める制

度、手続が条例化されたことは大きな前進です。

しかし、同議案の不動産取得税の控除について

は認めることのできない問題があり、反対いた

します。これは、国が決めた都市再生特別措置

法に基づく認定事業者が、さいたま新都心駅周

辺と川口駅周辺などにおいて土地、建物を取得

したとき、その価格の５分の１を不動産取得税

の課税標準から控除するというものです。これ

まで国の地方税法によって定めていた控除を、

埼玉県独自の額として条例で定めることになり

ました。 

過去、川口市のリボンシティ開発事業地域に

おいて、サッポロビールなどが３，５００万円

の不動産取得税控除を受けております。認定に

は、専有面積１ヘクタール以上という要件もあ

り、超大企業でなければ申請は無理です。現在

は、さいたま新都心、川口駅周辺の２地域では

ありますが、今後再開発計画が認定される可能

性は大いにあります。一部大企業のみを優遇し

て、このような都市再開発熱をあおる税制措置

には反対です。 

第１２４号議案は、埼玉県平和資料館の指定

管理者の指定についてです。 

御案内のとおり、埼玉県平和資料館は、戦争

の悲惨さと平和の尊さを後の世まで伝え続ける

ことを目的とした全国でも数少ない貴重な資料

館です。わずか３年前まで直営で運営されてお

りましたが、指定管理委託と同時に館長職をな

くし、その諮問機関である平和遺族団体や有識

者から成る第三者機関「平和資料館運営協議会」

が廃止されました。私たちは、日本の平和な未

来を保障する公益的な教育活動は、民間事業者

に委ねるべきではなく、直営運営として館長を

置き、第三者機関の意見を尊重しつつ運営され

るべきだと主張し、指定管理者制度導入に反対

しました。現在の事業者の集客のための努力は

認めるものですが、軍服を着ての撮影などが平

和資料館の目的に合致しているのかと、県民よ

り疑問の声が上がっています。この点からも、

３年前の主張が改めて意味を持つものと考えま

す。 

よって、指定管理者の選定には反対するもの

です。 

最後に、第１５６号議案「首都高速道路株式

会社の埼玉県道高速葛飾川口線等に関する事業

の変更の同意について」です。 

現行の高速自動車道の近郊区間の料金を統一

することによって、経路によらず最短距離を基

本料金とすることは評価できます。しかし、３

６キロ以上の利用は９３０円から１，３００円

へと料金を値上げします。激変緩和措置がある

とはいえ、多くの利用者が負担増となります。

また、２区分であった車種区分を５車種区分に

することによって、中型車は普通車の１．２倍

の料金となります。猶予期間などが設けられる

とはいえ、中型トラックなどを利用している運

送業など中小業者への経営に大きな影響を与え

ます。 

以上の理由から、第１５６号議案に反対する

ものです。（拍手起こる） 


